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別紙3「調達機器等一覧表」の項番228『CYLLENGE イ

メージデータ再出荷費用』について、再出荷ではなく新

規に購入し、本調達の仕様（機能）を満たす納品であれ

ば、不要との認識で問題ないでしょうか。

なお、メーカには新規導入であれば、本該当製品は不要

で、本調達の仕様を満たすことを確認しております。

別紙３「調達機器等一覧表」の項番228「CYLLENGE イ

メージデータ再出荷費用」については、既存環境からのイ

メージデータ再出荷を想定した費用です。

したがって、新規導入により、本調達の仕様書に定める機能

を満たす構成で納品される場合は、当該費用を計上しない取

扱いで差し支えありません。
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